
平成３０年度　海上保安大学校・海上保安学校学生採用試験

平成 30 年度特定不妊治療費助成事業のお知らせ

　沖縄県では、子どもを望む夫婦の負担軽減を図るため、健康保険の適応外となっている特定不妊治療（体外受精及

び顕微授精）について、治療に要した経費の一部を助成しています。

申込用紙等配布開始　6月 13 日（水）

受付期間（インターネット）　8月 23 日（木）～ 9月 3日（月）

　　　 　（郵送・持参）　　　8月 23 日（木）～ 8月 27 日（月）

第 1次試験　10 月 27 日（土）・28 日（日）

第６８回”社会を明るくする運動”へ参加しましょう

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちや非行をした少年たちの立ち直りについてみんなで考え、犯罪や非行のない

地域社会をつくろうという全国的な運動です。

７月 7日、午後２時から市民会館中ホールにおいて、関係機関・団体、地域住民の共通認識を図るため開催します。

○1回の治療につき上限 15 万円、また初回申請（通算１回目の申請）に限り上限 30 万円

　※一部治療については 1回上限 7万 5千円となります。

○特定不妊治療の過程で男性不妊治療を実施した場合、上記とは別に上限 15 万円

■助成の内容

■海上保安大学校　学生採用試験

申込用紙等配布開始　6月 13 日（水）

受付期間（インターネット）　7月 17 日（火）～ 7月 26 日（木）

　　　 　（郵送・持参）　　　7月 17 日（火）～ 7月 19 日（木）

第 1次試験　9月 23 日（日）

■海上保安学校　学生採用試験

①治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦で、医師から特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又

は極めて少ないと診断された者

②H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日の間に指定医療機関において助成対象となる特定不妊治療を終了した者

③夫婦のいずれか一方が沖縄県内（那覇市以外）に住所を有し、夫婦の合計所得が 730 万円未満である者

④治療開始時点での妻の年齢が 43 歳未満の夫婦

■助成対象

沖縄県八重山保健所 地域保健班　（TEL：0980-82-3241）

■申請窓口

社会を明るくする運動とは

○“社会を明るくする運動”石垣市大会の開催

強調月間の初日の７月１日に出発式を行い車両による街頭広報活動を実施します。

○意識啓発事業

小中学生を対象に、“どうすれば犯罪や非行などをなくすことができるか”をテーマに作文を募集します。優秀作文

については、大会で表彰・発表します。

○“社会を明るくする運動”作文コンテストの実施

電話８７－５５０２　石垣市字登野城１３５７－１（石垣市健康福祉センター内）

八重山保護区保護司会・八重山更生保護サポートセンター

電話８２－４７７０　石垣市字登野城５５－４

那覇保護観察所石垣駐在官事務所

問い合わせ先：〒907-0013　石垣市浜崎町 1-1-8　石垣海上保安部　管理課　℡ 0980-83-0118


